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   砂川市庁舎建設検討審議会条例 

 

 

 

 （設置） 

第１条 本市の庁舎建設に関し必要な事項を調査審議するため、砂川市庁舎建設検討審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 

 （所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行い、その結果

を市長に答申するものとする。 

(１) 庁舎建設の基本構想に関すること。 

(２) 庁舎建設の基本計画に関すること。 

(３) その他庁舎建設に必要な事項に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 市内各種団体を代表する者 

(３) その他市長が必要と認める者 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する市長の諮問に対する最終的な答申が終了したと

きまでとする。 

 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 
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 （会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は関係者

に対し資料の提出を求めることができる。 

 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は、総務部庁舎建設推進課において行う。 

 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 
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砂川市庁舎建設検討審議会 委員名簿 

区 分 氏  名 団 体 名 役 職 

１号委員 
（学識経験者） 小 篠 隆 生 北海道大学准教授 会 長 

２号委員 

（団体代表者） 

池 内 一 也 砂川青年会議所 
 

石 家 裕 二 砂川観光協会 
 

伊 藤 達 寛 砂川地区連合会 
 

大 橋 俊 彦 砂川市身体障害者福祉協会 
 

岡 本 昌 昭 砂川市町内会連合会 
 

小 関  敞 砂川市社会福祉協議会 副会長 

佐々木 孝一 新砂川農業協同組合 
 

鈴木 日出男 砂川市老人クラブ連合会 
 

瀬 戸 敏 子 砂川市民生児童委員協議会 
 

其 田 勝 利 砂川商工会議所 
 

田 村 英 規 砂川市ＰＴＡ連合会 
 

広 庭 里 美 砂川商店会連合会 
 

堀 松 伸 行 砂川市子ども会育成団体連絡協議会 
 

３号委員 

（公募市民） 

有 澤  洋 公募委員 
 

熊 谷 仁 美 公募委員 
 

小菅 真千子 公募委員 
 

佐 藤 和 男 公募委員 
 

杉 浦 圭 輔 公募委員 
 

坪 江 利 香 公募委員 
 

（五十音順・敬称略） 
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砂川市庁舎建設 検討経過 

年 月 日 事   項 

 庁舎整備検討委員会を設置 

庁舎整備に関し、市民の意見を聴くため、市民委員１６名により構成された庁舎整

備検討委員会を設置 

平成２７年 

８月２８日 

 第 1回庁舎整備検討委員会 

市庁舎の現状（修繕の状況）などについて  

９月１８日 
第 2回庁舎整備検討委員会 

現庁舎の光熱水費の推移及び庁舎の整備手法について 

１０月１６日 
第 3回庁舎整備検討委員会 

現状の職員数や建設場所と市有地の状況について 

１１月１１日 
第 4回庁舎整備検討委員会 

市内各施設の状況及び市内中心部の状況について 

１１月２５日 

第 5回庁舎整備検討委員会 

市長へ提出する意見書について 

庁舎整備検討委員会より意見書を提出 

平成２７年 8 月から計５回にわたり意見を伺い、市庁舎整備に関する意見書を市

長へ提出 

平成２８年 庁舎建設庁内検討委員会を設置 

庁舎建設にあたり調査・検討を行うため副市長及び部長職による庁内検討委員会

を設置 

4月２０日 

 

８月１９日 

～９月 ２日 

市民アンケートの実施 

満18歳以上の市民2,000人を対象に砂川市庁舎建設基本構想の策定に係るアン

ケート調査を実施（回収：963件） 

１０月 12日 
第 1回庁舎建設庁内検討委員会 

これまでの検討経過及び第 1回審議会の内容について協議 

１０月２０日 

庁舎建設検討審議会を設置 

市長の諮問を受け、庁舎建設基本構想及び基本計画に関する事項を審議するため、

学識経験者や市内各団体、公募市民２０名で構成された砂川市庁舎建設検討審議

会を設置 

第１回庁舎建設検討審議会 

審議会のスケジュール及び現庁舎の現状と課題や庁舎整備の必要性、建設候補地

などについて協議 

１１月１０日 
第 2回庁舎建設庁内検討委員会 

第 2回審議会の内容及び複合施設の検討について協議 

資料３ 
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年 月 日 事   項 

１１月１７日 
第２回庁舎建設検討審議会 

庁舎建設に向けた基本的な考え方や新庁舎の想定規模について協議 

１２月 ８日 
市議会による議会施設等検討会の設置 

新庁舎における議会機能について協議するため、市議会において検討会を設置 

１２月１５日 
第 3回庁舎建設庁内検討委員会 

第 3回審議会の内容について協議 

１２月２１日 

第３回庁舎建設検討審議会 

新庁舎の複合化や建設場所に関わる防災拠点や建設候補地の比較、財政負担につ

いて協議 

平成２９年 第 1回検討審議会ワーキング会議 

建設候補地について検討するため、審議会委員７名によるワーキング会議を開催 １月１８日 

１月１９日 
第 4回庁舎建設庁内検討委員会 

第 4回審議会の内容について協議 

１月２６日 
第４回庁舎建設検討審議会 

財政措置や事業スケジュール、建設場所について協議 

2月１４日 

市議会連合審査会 

庁舎建設基本構想（策定中）の内容について審査するため、総務文教委員会、社会

経済委員会連合審査会を開催 

２月１９日 
第 5回庁舎建設庁内検討委員会 

第 5回審議会の内容について協議 

２月２２日 
第５回庁舎建設検討審議会 

基本構想の答申案について協議 

３月１６日 
第 6回庁舎建設庁内検討委員会 

第 6回審議会の内容及び庁内ワーキング会議について協議 

３月２３日 

庁内のワーキング会議を設置 

新庁舎の機能等の具体的な整備方針を検討するため、総務、窓口、防災、情報など

各担当によるワーキング会議を設置 

３月２４日 

第６回庁舎建設検討審議会 

基本構想（答申）の内容について協議 

庁舎建設検討審議会より「砂川市庁舎建設基本構想」を答申 

平成２８年１０月から計６回にわたり基本構想について協議し、取りまとめた「砂

川市庁舎建設基本構想」を市長へ答申 

３月３０日 
「砂川市庁舎建設基本構想（案）」を策定 

審議会より答申を受けた内容を踏まえて基本構想（案）を策定 

4月 １日 

～４月３０日 

市民意見を募集（パブリックコメント） 

「砂川市庁舎建設基本構想（案）」に対する市民意見を募集 
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年 月 日 事   項 

４月１９日 

第 2回審議会ワーキング会議 

基本構想で検討課題としていた市民交流スペースや周辺施設との連携などについ

て、検討するため審議会委員６名によるワーキングを開催 

５月 ９日 

市議会連合審査会 

庁舎建設基本構想（案）の内容を審査するため、総務文教委員会、社会経済委員会

連合審査会を開催 

５月１２日 
「砂川市庁舎建設基本構想」を策定 

審議会からの答申や市民意見を踏まえ、基本構想を策定 

５月３１日 

第 1回市民ワークショップ 

「市民に親しまれる市庁舎づくり」をテーマに市民２１名参加のもと、ワークショ

ップを開催 

６月 6日 
第 7回庁舎建設庁内検討委員会 

基本計画の策定スケジュール及び第７回審議会の内容ついて協議 

６月 23日 
第 8回庁舎建設庁内検討委員会 

第 7回審議会及び第 8回審議会の内容について協議 

６月２７日 
庁舎建設検討審議会先進地視察 

審議会委員１２名の参加により、岩内町役場庁舎（平成 2７年度建設）を視察 

７月 ４日 

第７回庁舎建設検討審議会 

基本計画に関する答申に向けた審議スケジュールや公民館南側敷地を含めた配置

計画を進めることなどを協議 

７月２０日 
第９回庁舎建設庁内検討委員会 

第 8回審議会及び第 9回審議会の内容について協議 

７月２８日 
第８回庁舎建設検討審議会 

新庁舎の導入機能及び庁舎配置計画について協議 

８月 ８日 

第 2回市民ワークショップ 

「市民交流スペースの具体的な機能」や「空間イメージ」をテーマに市民１５名参

加のもとワークショップを開催 

８月２１日 
第 10回庁舎建設庁内検討委員会 

第 9回審議会及び第１０回審議会の内容について協議 

８月２８日 
第９回庁舎建設検討審議会 

新庁舎の導入機能及び施設計画について協議 

9月１２日 
議会施設等検討会より報告 

議会施設等検討会より新庁舎における議会機能の検討結果を受理 

９月２０日 
第１１回庁舎建設庁内検討委員会 

第 10 回審議会及び第１１回審議会の内容について協議 
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年 月 日 事   項 

９月２８日 
第１０回庁舎建設検討審議会 

新庁舎の導入機能、構造計画及び事業計画について協議 

１０月 ４日 
第１２回庁舎建設庁内検討委員会 

第 11 回審議会及び審議会の答申案の内容について協議 

１０月１１日 
第１１回庁舎建設検討審議会 

基本計画の答申案について協議 

１０月１８日 
第１３回庁舎建設庁内検討委員会 

審議会の答申の内容について協議 

１０月２５日 
第１２回庁舎建設検討審議会 

基本計画（答申）の内容について協議 

１０月２５日 

庁舎建設検討審議会より「砂川市庁舎建設基本計画」を答申 

平成２９年７月から計６回にわたり基本計画について協議し、取りまとめた「砂川

市庁舎建設基本計画」を市長へ答申 

１０月２７日 
第１４回庁舎建設庁内検討委員会 

基本計画（案）の内容について協議 

１０月３０日 
「砂川市庁舎建設基本計画（案）」の策定 

審議会より答申を受けた内容を踏まえて基本計画（案）を策定 
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審議会ワーキング・市民ワークショップ開催状況 

 

１．審議会ワーキング 

基本構想において今後の検討課題として挙げられた項目等について検討するために開催 

日  時 平成２９年４月１９日 １８時～２０時 

場  所 公民館 １階 ラウンジ 

参加人数 審議会委員 ６名 

 

・ワーキングテーマ 

基本構想における今後の検討課題について 

① 市民が気軽に立ち寄り交流できるスペースや市民の

ふれあいの場として親しまれる庁舎機能について 

② 隣接している公民館・図書館機能との役割分担について 

 

２．市民ワークショップ 

庁舎建設について、市民から広く意見をいただき基本計画策定の参考とするために開催 

●第１回市民ワークショップ 

日  時 平成２９年５月３１日 １８時～２０時 

場  所 地域交流センターゆう ミニホール 

参加人数 ２１名 

 

・ワークショップテーマ 

「市民に親しまれる市庁舎づくり」 

① 市民が利用するスペースについて 

② 便利で利用しやすい環境について 

 

●第２回ワークショップ 

日  時 平成２９年８月８日 １８時～２０時 

場  所 地域交流センターゆう ミニホール 

参加人数 １５名 

 

・ワークショップテーマ 

「新庁舎が市民に身近になるための場づくり」 

① 市民交流スペースの空間のイメージ 

② 市民交流スペースの活用のイメージ 

資料４ 
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■審議会ワーキング・市民ワークショップの検討経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議会ワーキング 
（H29.4.19 開催） 

たまり場づくり 

・何をしても良い場所 

・スタバみたいな場所 

・ふらっと立ち寄れる場所 

「ついで」づくり 

・市庁舎に来たついでにほか

の施設を利用できる 

・多目的に過ごせる場所 

情報交換の場づくり 

・情報のワンストップ機能 

・人の輪が生まれる場所 

足を運んでみたくなる 

仕掛けづくり 

・人を呼び込む空間づくり 

・砂川らしさが感じられる 

・歩きたくなる環境 

第 1 回市民ワークショップ 
（H29.5.31 開催） 

居心地の良い場 

・気兼ねなく自由に過ごせる 

・時間を潰せる 

・砂川らしい交流が生まれる

場 

市民利用できる場 

・お年寄りから若者まで、 

利用できる場 

情報発信拠点 

・まち・ひとの情報 

・市役所が集散の拠点になる 

周辺施設との連携 

・公民館・図書館、病院との

空間的、機能的なつながり 

分かりやすさ・親近感 

・行政サービスの向上 

・親近感が持てる職員の対応 

見えてきた機能像 

温かみのあるデザイン 
・木材等、温かみ、ぬくもりのあるデザイン 
・屋内でも緑を感じる、周辺の自然を感じられる空間 
飲食機能 
・軽食ができる、安くて早く食べられる 
・公民館の喫茶店と市庁舎のカフェの連携 
居心地のよさ 
・自由に使える空間 
・行きやすい、入りやすい空間 
将来に対応できる柔軟性 
・今の社会的ニーズ、将来のニーズに対応できる空間 

まちなかとの機能分担・連携 
・市民活動の場をまちなかに展開する 
・コンサートが出来る、展示スペースになる等空間の柔軟さ 
・イベントやワークショップで使える 
・多世代が参加できるイベント 
・病院の待合室との機能連携 
・企業と若者が出会う場 
・就労体験、インターンシップ 

魅力 
・魅力ある建物 
砂川らしさ 
・夕日、外の景観、砂川オリジナルの景観 

第２回市民ワークショップ 
（H29.8.8 開催） 

みどりの空間 
・ベンチで花を見ながらおしゃべりができる 
・公民館の緑と隣接した場 
展望空間 
・屋上からの眺望を楽しみたい 
砂川らしさ 
・砂川ならではの眺望、河川近くの景観を楽しみたい 

周辺機能との連携 
・図書館と屋内でつながっている 
・庁舎と公民館・図書館間の移動ができる 

 

 

 

 

 

交流スペース 

・自然や木の温もりが感じら

れる空間の検討 
 
・自由に時間を過ごせる空間

の検討 
 
・庁舎運用の範囲内で多目的

に利用できる空間の検討 
 
・気軽に利用できるカフェ

（ドリンク）コーナーの検討 
 
・憩いが感じられる屋外空間

の検討 
 
・砂川らしい眺望が楽しめる

眺望スペースの検討 

情報発信スペース 

・各種情報が得られるコーナ

ーの設置の検討 
 

・市民が気軽に立ち寄り、ゆ

っくり閲覧できるような配

置・設えの検討 

周辺施設との連携 

・まちなかエリアに集積し

ている施設と連携・機能分

担しながら効率の良い施

設整備の検討 
 
・市民交流スペースなどを

含めた公民館・図書館との

連携の検討 

周辺環境との調和 

・周辺環境と調和し、眺望環

境を活かした砂川らしい

建築デザインの検討 
 
・北二丁目通りからの視認性

に配慮したデザイン 

基本計画への反映 

 情報発信 
 ・まちの歴史がわかる 
 ・災害情報、防災情報が一目でわかる 
 ・自由に閲覧できるスペース 

交流機能の必要性 

・交流・活動と事務の共存 

・執務機能と交流空間の区分 

・既存施設で代替できる 

「たまり場」 

 

フリースペース 

 

「立地を活かした空間」 

 

屋外空間・眺望 

 

「情報発信拠点」 

 

市民情報コーナー 

 

「周辺機能との連携」 
 

公民館・図書館との

連携 

 

「周辺環境との調和」 

 

砂川らしさ 

資料５ 
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